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い
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
は
人
口
約
一
三
億
九
〇
〇
〇
万
人
を
有
す
る
大
国
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
五
十
六
の
民
族
か
ら
な
る
多
民
族
国
家
で

も
あ
る
。
人
口
の
大
多
数
で
あ
る
漢
族
は
お
よ
そ
約
九
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
が1

、
残
り
五
十
五
の
少
数
民
族
が
約
八
パ
ー
セ
ン

ト
、
つ
ま
り
約
一
億
一
千
万
人
を
占
め
て
お
り
、
決
し
て
少
数
と
は
言
い
切
れ
な
い
数
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
民
族
問
題
は
中
国
に
と
っ
て
現
代

の
み
な
ら
ず
、
古
来
か
ら
絶
え
間
な
く
続
い
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
中
国
を
読
み
解
く
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
。

　

評
者
の
日
本
で
の
院
生
時
代
、
モ
ン
ゴ
ル
族
・
チ
ベ
ッ
ト
族
・
満
洲
族
・
朝
鮮
族
の
同
学
が
い
た
。
中
国
留
学
中
に
は
ウ
イ
グ
ル
族
の
同
学
が

お
り
、
上
海
訛
の
強
い
某
先
生
の
講
義
を
漢
族
の
院
生
達
は
み
な
中
国
語
で
ノ
ー
ト
を
と
る
中
で
、
評
者
は
漢
字
や
カ
タ
カ
ナ
で
、
ウ
イ
グ
ル
族
の
同

学
は
ウ
イ
グ
ル
語
で
右
か
ら
左
へ
と
メ
モ
を
と
り
、
授
業
後
に
お
互
い
に
ノ
ー
ト
を
見
て
思
わ
ず
に
っ
こ
り
と
ほ
ほ
笑
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
す
。

　

さ
て
、『
二
〇
世
紀
中
国
に
お
け
る
民
族
問
題
』（
明
徳
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
。
以
下
、
本
書
）
は
、
王
希
恩
（
中
国
社
会
科
学
院
民
族
学
・
人

類
学
研
究
所
民
族
理
論
研
究
室
主
任
・
教
授
）
主
編
『
二
〇
世
紀
的
中
国
民
族
問
題
』（「
国
家
哲
学
社
会
科
学
成
果
文
庫
」、
北
京
・
中
国
社
会
科

学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
を
、
朴
銀
姫
（
魯
東
大
学
教
授
）・
李
文
哲
（
煙
台
大
学
副
教
授
）
両
氏
が
邦
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
書
名
の
通
り
、
二
〇
世
紀
の
中
国
に
お
け
る
民
族
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
、
七
三
一
頁
か
ら
な
る
大
著
で
あ
る
。「
あ
と
が
き
」
で
牧
角

悦
子
氏
が
、
本
書
を
「
王
朝
の
正
式
見
解
」・「
現
代
中
国
の
「
正
史
」
と
で
も
評
す
べ
き
も
の
」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
現
代
中
国
に
お
け
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〇
世
紀
中
国
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お
け
る
民
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問
題
』（
日
本
語
版
）に
つい
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一
一
八

る
民
族
問
題
に
関
す
る
中
国
政
府
す
な
わ
ち
中
国
共
産
党
の
公
式
見
解
に
沿
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

　
　

ま
え
が
き
（
王
希
恩
教
授
著
『
二
〇
世
紀
に
お
け
る
中
国
民
族
問
題
』
日
本
語
版
に
つ
い
て
、
江
藤
茂
博
）

　
　

序
論

　
　

第
一
章　
　

一
九
―
二
〇
世
紀
の
中
国
民
族
問
題

　
　

第
二
章　
　

中
国
民
主
革
命
と
民
族
主
義

　
　

第
三
章　
　

日
本
の
中
国
侵
略
と
中
日
民
族
関
係

　
　

第
四
章　
　

民
国
政
府
の
民
族
政
策
及
び
そ
の
制
度

　
　

第
五
章　
　

民
族
区
域
自
治
及
び
新
中
国
民
族
事
業
体
制
の
探
索
と
発
展

　
　

第
六
章　
　

少
数
民
族
及
び
民
族
地
域
の
発
展
問
題

　
　

第
七
章　
　

社
会
主
義
条
件
下
に
お
け
る
民
族
紛
争
及
び
調
停

　
　

第
八
章　
　

「
二
つ
の
民
族
主
義
」
及
び
民
族
事
業
に
お
け
る
「
左
」
的
誤
り

　
　

第
九
章　
　

二
〇
世
紀
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
分
化
と
発
展

　
　

第
十
章　
　

二
〇
世
紀
の
「
チ
ベ
ッ
ト
問
題
」

　
　

第
十
一
章　

新
疆
分
裂
主
義
問
題
と
社
会
安
定

　
　

第
十
二
章　

「
台
湾
独
立
運
動
」
の
理
論
と
民
族
分
裂

　
　

第
十
三
章　

二
〇
世
紀
に
お
け
る
中
華
民
族
の
結
束
力

　
　

終
わ
り
に
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あ
と
が
き
（
牧
角
悦
子
）

　

次
に
、
各
章
ご
と
に
見
て
い
き
た
い
。

　

「
序
論
」
で
は
、「
民
族
」
の
定
義
や
、
民
族
問
題
の
歴
史
的
根
源
、
清
朝
・
国
民
党
・
共
産
党
の
民
族
政
策
な
ど
に
つ
い
て
概
略
的
に
説
明
し

て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
書
の
趣
旨
や
目
的
な
ど
が
分
か
る
。

　

本
書
で
は
「
序
論
」
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
章
に
お
い
て
「
民
族
」・「
民
族
主
義
」
と
い
っ
た
言
葉
の
定
義
や
、
そ
れ
に
対
す
る
中
国
共
産
党

の
見
解
、
そ
し
て
民
族
問
題
に
関
し
て
清
朝
・
北
洋
政
府
・
国
民
党
が
い
か
な
る
政
策
を
と
っ
て
き
た
か
、
こ
れ
に
対
し
て
中
国
共
産
党
は
い
か
な

る
政
策
を
と
り
、
そ
し
て
い
か
な
る
結
果
・
問
題
が
あ
っ
た
か
批
評
す
る
、
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

第
一
章
「
一
九
―
二
〇
世
紀
の
中
国
民
族
問
題
」
お
よ
び
第
二
章
「
中
国
民
主
革
命
と
民
族
主
義
」
で
は
、
欧
米
列
強
の
中
国
侵
略
・
清
朝
お
よ

び
国
民
党
の
少
数
民
族
に
対
す
る
見
解
と
政
策
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
清
朝
末
期
の
辺
疆
（
と
く
に
内
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
・
新
疆
）
に
お
け

る
新
政
に
つ
い
て
は
一
定
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
孫
文
が
「
民
族
」
を
漢
族
だ
け
に
限
定
し
、
中
華
民
族
の
一
員
で
あ
る
満
洲
族
を
敵
対
者

と
し
て
あ
つ
か
っ
た
こ
と
を
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
孫
文
ら
革
命
派
よ
り
も
政
治
上
は
「
保
守
主
義
」
で
あ
る
康
有
為
や
梁
啓
超
ら
維

新
派
に
よ
る
「
満
漢
同
族
」・「
満
漢
一
体
」
の
主
張
は
民
族
矛
盾
を
緩
和
し
た
と
指
摘
し
、
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
も
ま
た

旧
時
代
か
ら
の
「
大
漢
族
中
心
主
義
」
か
ら
脱
却
で
き
ず
、
孫
文
の
思
想
と
本
質
的
な
区
別
が
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
初
期
の
共
産
党
が
民

族
主
義
・
民
族
問
題
に
対
し
て
い
か
な
る
見
解
を
も
っ
た
か
、
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

第
三
章
「
日
本
の
中
国
侵
略
と
中
日
民
族
関
係
」
で
は
、
明
治
維
新
か
ら
今
日
に
い
た
る
約
百
五
十
年
に
亙
る
近
代
日
中
関
係
史
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
評
者
か
ら
見
て
、
本
章
は
民
族
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
は
思
え
ず
、
い
さ
さ
か
唐
突
な
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。
む
し
ろ
、
本
章
は

中
国
側
か
ら
み
た
近
代
日
中
関
係
史
を
概
論
的
に
述
べ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
国
側
は
ど
う
い
っ
た
点
を
問
題
視
あ
る
い
は
重
要
視
し
て
い

る
か
が
よ
く
分
か
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
が
近
代
以
降
、
一
番
多
く
・
長
く
・
大
規
模
に
戦
争
を
行
っ
た
相
手
は
日
本
で
あ
り
、
こ
れ
が
近
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一
二
〇

代
中
国
に
与
え
た
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
本
書
で
は
、
抗
日
戦
争
は
中
国
に
多
大
な
損
害
を
あ
た
え
た
が
、
中
華
民
族
の
団
結
を
う

な
が
し
、
列
強
の
侵
略
の
な
か
で
初
め
て
の
勝
利
を
得
た
と
い
う
趣
旨
の
記
述
が
た
び
た
び
登
場
す
る
。

　

第
四
章
「
民
国
政
府
の
民
族
政
策
及
び
そ
の
制
度
」
お
よ
び
第
五
章
「
民
族
区
域
自
治
及
び
新
中
国
民
族
事
業
体
制
の
探
索
と
発
展
」
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
国
民
党
お
よ
び
共
産
党
に
よ
る
民
族
政
策
に
つ
い
て
詳
述
し
、
両
者
の
民
族
問
題
の
異
な
る
見
解
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
民
族
政

策
の
対
比
が
際
立
っ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
第
五
章
で
は
、
具
体
的
に
共
産
党
創
立
・
新
中
国
成
立
・「
大
躍
進
」・「
文
化
大
革
命
」
と
時

間
を
追
っ
て
、
共
産
党
の
少
数
民
族
に
対
す
る
見
解
と
政
策
と
そ
の
実
行
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
国
共
産
党
に
よ
る
少
数
民

族
政
策
の
来
歴
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
六
章
「
少
数
民
族
及
び
民
族
地
域
の
発
展
問
題
」
で
は
、
孫
文
と
臨
時
政
府
・
北
洋
政
府
・
蔣
介
石
を
は
じ
め
と
す
る
南
京
国
民
政
府
の
民
族

地
域
開
発
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
抗
日
戦
争
に
よ
っ
て
政
治
・
経
済
・
文
化
・
教
育
の
中
心
が
西
南
地
域
に
移
動
し
、
「
辺
境
の
民

族
地
域
の
閉
鎖
的
な
状
態
を
変
え
、
地
元
の
文
化
教
育
を
促
進
さ
せ
る
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
た
」
が
、「
解
放
戦
争
の
段
階
に
入
る
と
崩
壊
寸
前

ま
で
に
落
ち
ぶ
れ
た
」
と
評
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
解
放
後
の
民
族
地
域
に
お
け
る
開
発
の
計
画
や
事
業
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、「「
左
」
的
誤
り
」
に
よ
る「
大
躍

進
」
の
三
年
間
（
一
九
五
八
～
六
一
）
の
自
然
災
害
に
よ
り
、
民
族
地
域
の
農
業
・
畜
産
業
は
大
打
撃
を
受
け
た
と
述
べ
る
一
方
、「「
文
化
大
革

命
」
期
間
中
に
、
民
族
地
域
の
工
業
建
設
も
破
壊
さ
れ
た
が
、
農
・
牧
産
業
ほ
ど
で
は
な
」
く
、
む
し
ろ
文
革
期
に
提
唱
さ
れ
た
防
衛
政
策「
三
線

建
設
」
に
よ
っ
て
、
西
部
地
域
の
生
産
力
水
準
は
大
幅
に
発
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
九
七
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
改
革
開
放
政
策
に
よ
り
、「
少
数
民
族
地
域
の
経
済
は
迅
速
な
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
す
る
一

方
で
、
一
部
地
域
の
経
済
格
差
は
よ
り
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
率
直
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
始

ま
っ
た
「
西
部
大
開
発
」
に
つ
い
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
内
モ
ン
ゴ
ル
・
広
西
・
湖
南
湘
西
の
土
家
族
、
ミ
ャ
オ
族
自
治
州
、
延
辺
朝
鮮
族
自
治

州
も
こ
の
事
業
の
適
応
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
西
部
大
開
発
」
は
単
に
開
発
の
遅
れ
た
地
域
で
は
な
く
、
民
族
地
域
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二
一

の
開
発
と
い
う
目
的
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

第
七
章
「
社
会
主
義
条
件
下
に
お
け
る
民
族
紛
争
及
び
調
停
」
で
は
、
ま
ず
民
族
紛
争
に
つ
い
て
国
民
党
の
支
配
・
政
策
に
よ
っ
て
土
地
の
境

界
・
森
林
所
有
権
・
農
業
と
牧
畜
な
ど
を
め
ぐ
る
紛
争
が
よ
り
複
雑
化
し
た
こ
と
や
、
新
中
国
成
立
後
も
集
団
闘
争
事
件
な
ど
が
発
生
し
た
こ
と
に

触
れ
て
い
る
。
次
に
、
人
民
政
府
が
民
族
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
調
停
シ
ス
テ
ム
を
建
設
し
、
そ
れ
を
も
と
に
利
害
関
係
を
調
整

し
、
紛
争
を
解
決
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　

そ
の
な
か
で
、
一
九
五
〇
年
代
に
の
み
な
ら
ず
、
近
年
に
お
い
て
も
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
歴
史
的
背
景
や
宗
教
感
情
を
無
視
し
、
タ
バ
コ
と
酒
を
強

制
し
た
り
、
偽
ム
ス
リ
ム
食
品
（
ハ
ラ
ー
ル
）
を
販
売
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
元
の
回
族
と
漢
族
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
た
結
果
、
紛
争
を
発
生
さ

せ
て
し
ま
っ
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
変
わ
っ
た
事
例
と
し
て
、
一
九
九
二
年
に
貴
州
省
で
、
良
い
「
風
水
」
と
「
龍
脈
」
を
め
ぐ
っ
て

大
規
模
な
集
団
闘
争
が
発
生
し
た
事
例
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
は
環
境
問
題
や
自
然
災
害
を
要
因
と
す
る
紛
争
が
加
わ
り
、
具
体
例
と
し
て
牧
草
地
の
減
少
、
深
刻
な
旱
魃
に

よ
る
大
量
の
家
畜
の
死
亡
な
ど
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
か
ら
、
従
来
の
行
政
決
裁
か
ら
法
律
に
よ
る
問
題
解
決
が
徐
々

に
認
識
さ
れ
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
民
族
紛
争
は
、
歴
史
的
な
背
景
や
民
族
の
習
慣
を
よ
く
理
解
し
な
か
っ
た
点
に
起
因
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
章
で
は
さ
ら

に
、
「
地
方
あ
る
い
は
各
部
署
に
お
け
る
行
政
管
理
方
法
の
不
適
切
さ
」
に
よ
り
、
問
題
を
解
決
で
き
ず
、
問
題
が
蓄
積
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
た
な
紛
争
が
生
ま
れ
た
点
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

第
八
章
「
「
二
つ
の
民
族
主
義
」
及
び
民
族
事
業
に
お
け
る
「
左
」
的
誤
り
」
で
は
、
二
つ
の
民
族
主
義
す
な
わ
ち
「
大
民
族
主
義
」（
大
漢
族

主
義
）・「
地
方
民
族
主
義
」（
狭
隘
な
民
族
主
義
）
と
「「
左
」
的
誤
り
」
に
よ
っ
て
、
中
国
共
産
党
の
民
族
政
策
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
て

き
た
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
「
左
」
的
誤
り
は
、
文
化
大
革
命
期
に
頂
点
に
達
し
、
多
く
の
民
族
事
業
部
署
は
機
能
不
全
に
陥
り
、
関
係
者
は
迫
害
を
受
け
た
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点
に
言
及
し
、
各
地
に
お
け
る
迫
害
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
る
と
共
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
が
傷
つ
き
（
場
合
に
よ
っ
て
は
殺
さ
れ
）、

党
の
政
策
に
も
影
響
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
革
中
教
育
方
面
で
は
、
民
族
学
校
は
休
学
状
態
に
陥
り
、
少
数
民
族
の
文
字
・
翻

訳
・
出
版
も
切
り
捨
て
ら
れ
、
新
聞
・
雑
誌
の
発
行
は
減
少
し
、
多
く
の
文
物
が
焼
却
さ
れ
た
点
、
ま
た
宗
教
方
面
で
は
、
寧
夏
の
イ
ス
ラ
ム
教
を

信
仰
す
る
回
族
に
対
し
て
豚
の
養
殖
が
重
視
さ
れ
た
点
や
、
国
境
地
域
（
南
方
）
の
少
数
民
族
（
タ
イ
族
・
ミ
ャ
オ
族
・
ヤ
オ
族
）
た
ち
の
多
く
が

国
外
に
逃
亡
し
た
例
を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
章
で
は
中
国
共
産
党
に
よ
る
民
族
事
業
の
誤
り
に
つ
い
て
具
体
例
を
取
り
上
げ
て
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
と
く
に
文
革
中
の
少

数
民
族
の
自
治
権
利
に
対
す
る
尊
重
が
足
り
な
か
っ
た
教
訓
は
明
記
す
べ
き
で
あ
る
と
反
省
の
弁
を
語
っ
て
い
る
。

　

第
九
章
「
二
〇
世
紀
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
分
化
と
発
展
」
で
は
、
二
〇
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
民
族
を
取
り
巻
く
民
族
問
題
に
つ
い
て
、
外
・
内
モ
ン
ゴ

ル
に
分
け
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

　

外
モ
ン
ゴ
ル
に
つ
い
て
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
民
族
と
そ
の
地
域
の
清
朝
・
国
民
党
の
失
策
と
と
も
に
、
外
モ
ン
ゴ
ル
へ
の
ロ
シ
ア

の
侵
入
、
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
成
立
に
い
た
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
蔣
介
石
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
政
府

は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
を
阻
止
す
る
た
め
に
一
定
の
努
力
は
し
た
と
評
価
す
る
も
の
の
、
結
果
的
に
外
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
を
認
め
て
し
ま
っ
た
と
批

判
し
て
い
る
。

　

内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
日
露
戦
争
以
前
か
ら
日
本
が
浸
透
を
始
め
、
そ
の
後
の
徳
王
を
は
じ
め
と
す
る
支
配
者
層
た
ち
は
日
本
の
提
案
に
応
じ
、
独

立
運
動
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
「
蒙
疆
連
合
自
治
政
府
」
は
満
洲
国
の
よ
う
に
傀
儡
政
府
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
、
大
戦
後
に
お

け
る
内
モ
ン
ゴ
ル
の
政
治
体
制
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
を
経
て
「
中
国
共
産
党
の
指
導
と
支
援
の
も
と
」
に
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
政
府
が

発
足
し
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
二
〇
世
紀
に
高
ま
っ
た
民
族
主
義
は
、
結
果
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
民
族
を
中
国
と
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
と
に
分
か
ち
、
一
族
一
国
の
原

則
に
従
っ
た
民
族
独
立
は
実
現
せ
ず
、
む
し
ろ
分
裂
を
恒
久
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
な
お
、
第
一
章
で
は
「
外
モ
ン
ゴ
ル
の
独
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立
は
、
二
〇
世
紀
の
民
族
分
裂
主
義
者
た
ち
が
中
華
民
族
と
国
家
の
統
一
を
分
化
さ
せ
た
最
大
の
悪
果
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
共

産
党
は
外
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
を
悪
し
き
前
例
と
し
て
、
民
族
地
域
が
分
裂
・
独
立
し
な
い
よ
う
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

続
け
て
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
つ
い
て
は
、
新
中
国
成
立
後
、
同
地
区
が
い
か
に
階
級
搾
取
と
圧
迫
制
度
か
ら
開
放
さ
れ
、
人
口
の
増
加
、
教
育
の
普

及
に
よ
る
文
盲
率
の
低
下
が
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
外
モ
ン
ゴ
ル
に
つ
い
て
、
独
立
後
の
政
治
・
経
済
体
制
は
「
ソ
連

に
依
存
し
た
あ
げ
く
、
独
立
・
自
主
的
に
発
展
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
同
時
に
、
教
育
体
制
に
つ
い
て
は
著
し
い
発
展
を

遂
げ
た
も
の
の
、
キ
リ
ル
文
字
を
採
用
し
、
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
伝
統
文
字
を
放
棄
し
た
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
起

こ
っ
た
外
モ
ン
ゴ
ル
の
民
主
化
に
と
も
な
う
一
連
の
社
会
変
化
や
、
同
時
期
に
起
こ
っ
た
「
三
蒙
（
内
・
外
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
モ
ン
ゴ
ル
）
統
一
」・

「
汎
モ
ン
ゴ
ル
主
義
」
と
い
っ
た
民
族
主
義
の
動
き
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

　

第
十
章
「
二
〇
世
紀
の
「
チ
ベ
ッ
ト
問
題
」」
で
は
、
七
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
に
か
け
て
の
歴
史
的
経
緯
に
よ
っ
て
、
「
チ
ベ
ッ
ト
は
中
国
の
不

可
分
の
重
要
な
部
分
に
な
っ
た
」
と
述
べ
る
。
続
け
て
、
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
に
お
け
る
列
強
と
く
に
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ベ
ッ
ト

侵
略
、
中
華
民
国
政
府
の
チ
ベ
ッ
ト
管
理
、
そ
し
て
中
国
共
産
党
に
よ
る
「
チ
ベ
ッ
ト
の
平
和
的
解
放
」
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
こ
の
な
か

で
、
中
国
共
産
党
が
な
ぜ
軍
事
的
行
動
を
と
っ
た
か
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
Ｃ
Ｉ
Ａ
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
へ
の

干
渉
や
、
こ
れ
に
伴
う
イ
ン
ド
と
の
外
交
関
係
の
変
化
が
起
こ
っ
た
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
七
年
に
発
生
し
た
ラ
サ
に
お
け

る
騒
乱
を
機
に
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
諸
国
は
「
人
権
攻
勢
」
を
強
化
し
、
中
国
の
内
政
問
題
で
あ
る
「
チ
ベ
ッ
ト
問
題
」
に
、
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
十
四
世
に
対
す
る
ノ
ー
ベ
ル
「
平
和
賞
」
授
与
な
ど
、
様
々
な
干
渉
を
行
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
十
一
章
「
新
疆
分
裂
主
義
問
題
と
社
会
安
定
」
で
は
、
一
九
世
紀
に
発
生
し
た
「
汎
テ
ュ
ル
ク
主
義
」・「
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
思
潮
」
に
つ
い

て
詳
述
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
両
者
が
結
合
し
て
、「
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
」
勢
力
が
中
国
を
分
裂
す
る
思
想
的
武
器
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
同
時

に
、
こ
の
両
者
が
新
疆
に
浸
透
し
、
ハ
ミ
農
民
蜂
起
（
一
九
三
一
年
）・「
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
」
成
立
宣
言
（
一
九
三
三
年
）・

「
三
区
革
命
」（
一
九
四
四
年
）・「
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
共
和
国
臨
時
政
府
」
成
立
（
同
）
に
到
っ
た
経
緯
や
、
同
地
に
お
け
る
ソ
連
の
浸
透
や
そ
の
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影
響
に
つ
い
て
も
詳
述
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
の
新
疆
は
一
時
平
穏
で
あ
っ
た
が
、
八
〇
年
代
か
ら
再
び
分
裂
主
義
活
動
が
活
発
化
し
、
九
〇
年
代
に
入
る
と
西
洋
の

敵
対
勢
力
が
中
国
に
対
し
て
「
平
和
的
顚
覆
」
を
計
ろ
う
と
し
は
じ
め
た
と
す
る
。
ま
た
、
国
際
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
・
汎
テ
ュ
ル
ク
主
義
が
、
さ
ら

に
中
央
ア
ジ
ア
で
は
宗
教
原
理
主
義
勢
力
と
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
活
発
化
し
、
前
二
者
に
加
え
て
こ
の
テ
ロ
が
第
三
の
勢
力
と
な
っ
た
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
新
疆
で
も
こ
の
影
響
を
受
け
て
テ
ロ
活
動
が
激
化
し
、
九
〇
年
代
以
降
の
新
疆
に
お
け
る
具
体
的
な
テ
ロ
活
動
の
事
例
や
、
ウ
サ
ー
マ
・

ビ
ン
・
ラ
デ
ィ
ン
ら
の
援
助
・
影
響
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
中
国
政
府
は
い
か
な
る
対
策
を
と
っ
た
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

と
く
に
、
二
〇
〇
一
年
に
成
立
し
た
上
海
協
力
機
構
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
政
治
・
経
済
的
な
面
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
対
テ
ロ
の

側
面
が
強
調
さ
れ
て
お
り
興
味
深
い
。

　

と
り
わ
け
、
二
〇
〇
九
年
に
発
生
し
た
ウ
ル
ム
チ
で
の
暴
動
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
我
々
の
記
憶
に
も
新
し
い
。
本
書
で
は
、
「
新
疆
の
社
会

安
定
と
民
族
関
係
に
も
た
ら
し
た
損
害
は
、
新
中
国
の
建
国
以
来
、
前
例
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
新
疆
問
題
に
い
か
に
中

国
政
府
が
敏
感
に
な
っ
て
い
る
か
が
分
か
る
。

　

第
十
二
章
「
「
台
湾
独
立
運
動
」
の
理
論
と
民
族
分
裂
」
で
は
、「
台
湾
独
立
運
動
」
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ

て
台
湾
独
立
を
民
族
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
意
外
な
感
が
す
る
が
、
本
章
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
や
理
論
を
引
用
し

て
、
こ
れ
ま
で
台
湾
で
唱
え
ら
れ
て
き
た
「
民
族
」
や
「
独
立
」
と
い
っ
た
も
の
が
、
い
か
に
誤
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
日
本
に
よ
る
台
湾
「
占
領
」
以
前
は
、
台
湾
の
民
族
観
念
が
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず
、
福
建
省
出
身
者
と
広
東
省
出
身
者
（
客
家
）
と
の

衝
突
、
福
建
省
出
身
者
で
も
出
身
地
に
よ
る
衝
突
が
起
こ
っ
て
い
た
が
、
日
本
の
支
配
に
よ
っ
て
「
民
族
意
識
」
が
生
ま
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
日
本
の
支
配
に
対
抗
す
る
た
め
に
武
装
闘
争
と
非
暴
力
抗
争
の
二
つ
の
路
線
が
誕
生
し
、
な
か
で
も
一
九
二
〇
年
に
東
京
で
創
設
さ
れ

た
新
民
会
は
政
治
反
抗
闘
争
を
行
っ
た
重
要
な
組
織
で
、
な
が
ら
く
台
湾
議
会
設
置
請
願
運
動
を
行
っ
た
と
指
摘
し
、
そ
の
活
動
に
つ
い
て
具
体
的

に
述
べ
て
い
る
。
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続
け
て
、
日
本
に
よ
る
台
湾
支
配
の
重
要
な
施
策
と
し
て
、「
一
連
の
政
策
措
置
を
通
し
て
意
図
的
に
台
湾
と
中
国
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ

た
」
と
強
調
す
る
。
こ
の
た
め
、
日
本
は
文
化
・
教
育
・
氏
名
・
国
籍
管
理
な
ど
を
通
じ
て
「
中
国
化
の
除
去
」
を
行
い
、
最
終
的
に
は
「
皇
民

化
」
政
策
を
通
じ
て
台
湾
人
を
日
本
の
皇
民
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
そ
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
教
育
政
策
を
挙
げ
、
台
湾
人
の
母
語
で
あ

る
「
漢
文
」
の
授
業
を
い
か
に
削
減
し
最
終
的
に
は
廃
止
（
一
九
三
七
年
）
し
た
か
に
つ
い
て
、
主
に
台
湾
で
刊
行
さ
れ
た
資
料
（
翻
訳
を
含
む
）

を
引
用
し
て
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
一
九
二
八
年
に
上
海
で
設
立
さ
れ
、
の
ち
に
日
本
共
産
党
台
湾
民
族
支
部
と
な
っ
た
台
湾
共
産
党
に
つ
い

て
詳
述
す
る
と
と
も
に
、
彼
ら
が
犯
し
た
失
敗
、
①
誤
っ
た
革
命
経
路
の
選
択
、
②
台
湾
の
実
際
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
政
治
大
綱
」
な
ど
に
つ
い
て
指

摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
過
ち
は
、
の
ち
に
台
湾
の
「
独
立
派
」
た
ち
に
利
用
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
大
戦
前
後
に
お
け
る
「
独
立
運
動
」
や
、
戦
後
の
国
民
党
に
よ
る
誤
っ
た
台
湾
統
治
や
汚
職
腐
敗
に
よ
っ
て
二
二
八
事
件
に
見
ら
れ
る

弾
圧
へ
と
至
り
、
そ
の
後
い
か
な
る
独
立
勢
力
が
起
こ
っ
た
か
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

　

第
十
三
章
「
二
〇
世
紀
に
お
け
る
中
華
民
族
の
結
束
力
」
は
、
各
章
の
議
論
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
列
強
の
中
国
侵
略
・
清
朝
お
よ
び
国

民
党
の
民
族
政
策
・
抗
日
戦
争
・
中
国
共
産
党
の
民
族
政
策
を
経
て
、
い
か
に
中
華
民
族
が
結
束
し
て
き
た
か
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

二
〇
世
紀
に
お
い
て
中
華
民
族
は
三
度
の
巨
大
な
歴
史
的
変
化
、
①
辛
亥
革
命
、
②
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
お
よ
び
社
会
主
義
制
度
の
建
設
、
③

改
革
・
開
放
以
降
の
中
国
経
済
の
飛
躍
、
を
経
験
し
た
と
述
べ
、
続
け
て
江
沢
民
ら
に
よ
っ
て
九
〇
年
代
以
降
に
す
す
め
ら
れ
た
愛
国
主
義
教
育
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　

「
終
わ
り
に
」
で
は
、
本
書
の
ま
と
め
と
し
て
、
民
族
問
題
は
二
一
世
紀
に
お
い
て
な
お
進
行
中
の
問
題
で
あ
り
、「
小
康
」
社
会
の
建
設
に
あ

た
っ
て
の
西
部
大
開
発
の
必
要
性
や
、
貧
困
問
題
の
脱
出
と
い
う
点
に
お
い
て
は
「
広
域
特
殊
困
難
地
域
」（
新
疆
・
チ
ベ
ッ
ト
・
雲
南
省
な
ど
の

特
定
地
域
）
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
他
、
就
職
・
医
療
保
険
・
養
老
（
介
護
）・
教
育
な
ど
の
民
生
（
社
会
）
問
題
や
、
旱
魃
・
土
壌
浸
食
・
砂
漠

化
な
ど
の
生
態
（
環
境
）
問
題
が
、
民
族
地
域
の
発
展
と
安
定
に
お
い
て
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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続
け
て
、
各
民
族
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
利
益
（
権
利
）
意
識
の
向
上
、
そ
れ
に
と
も
な
う
紛
争
の
増
加
、
民
族
分
裂
主
義
者

た
ち
に
よ
る
新
疆
・
チ
ベ
ッ
ト
・
台
湾
で
の
テ
ロ
・
暴
動
・
独
立
運
動
は
な
お
も
継
続
中
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

以
上
本
書
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
関
心
を
持
っ
た
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
中
国
が
抱
え
る
民
族
問
題
に
つ
い
て
七
三
一
頁
に
亙
っ
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
的
背
景
、
問
題
点
、
清

朝
・
国
民
党
が
と
っ
た
民
族
政
策
の
功
罪
、
中
国
共
産
党
に
よ
る
「
民
族
」
の
定
義
お
よ
び
そ
の
政
策
、
近
年
で
は
環
境
問
題
や
改
革
開
放
政
策
に

と
も
な
う
経
済
格
差
な
ど
が
民
族
問
題
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
大
部
な
が
ら
も
簡
潔
か
つ
緻
密
に
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、

中
国
の
民
族
問
題
に
つ
い
て
個
別
に
あ
つ
か
っ
た
日
本
語
（
翻
訳
を
含
む
）
の
論
著
は
あ
る
も
の
の
、
本
書
の
よ
う
に
中
国
の
民
族
問
題
を
全
体
的

に
あ
つ
か
っ
た
も
の
は
な
い
と
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
編
著
者
お
よ
び
訳
者
に
対
し
て
敬
意
を
払
う
も
の
で
あ
る
。

　

と
く
に
、
改
革
開
放
や
環
境
問
題
に
よ
っ
て
新
た
な
民
族
問
題
を
生
じ
て
い
る
点
や
、
中
国
側
か
ら
見
た
「
外
モ
ン
ゴ
ル
独
立
」
や
「
台
湾
独
立

運
動
」
な
ど
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
点
が
良
く
理
解
で
き
る
。
同
時
に
、
「
汎
モ
ン
ゴ
ル
主
義
」
な
ど
普
段
日
本
の
報
道
な
ど
か

ら
は
、
な
か
な
か
伺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
モ
ン
ゴ
ル
の
民
族
主
義
の
動
向
や
、
あ
る
い
は
日
本
で
は
経
済
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
「
西
部
大
開

発
」・「
上
海
協
力
機
構
」
や
、
同
じ
く
日
本
で
は
「
愛
国
主
義
」
や
「
反
日
教
育
」
な
ど
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
「
愛
国
主
義
教
育
」
な
ど
も
、

民
族
問
題
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
中
国
を
捉
え
る
と
き
に
「
民
族
問
題
」
と
い
っ
た
視
点
が
欠
か
せ
な
い
と
感
じ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
評
者
の
専
門
分
野
は
近
代
日
中
関
係
史
研
究
で
あ
り
、
東
本
願
寺
の
中
国
布
教
と
そ
れ
に
と
も
な
う
日
本
人
僧
侶
と
中
国
文
人
の
文

化
交
流
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
き
た
た
め
、
中
国
の
民
族
問
題
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
日
本
仏
教
の
中
国
布
教
と
日
本
の
国
策
を
軸
と
し
て
近
代
日
中
関
係
史
を
見
て
み
る
と
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
中

国
の
民
族
問
題
と
大
き
な
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

　

代
表
的
な
例
と
し
て
、
西
本
願
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
第
二
十
二
世
法
主
を
つ
と
め
た
大
谷
光
瑞
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に

探
検
隊
を
三
度
に
亙
っ
て
派
遣
し
、
多
数
の
出
土
品
を
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
地
は
東
ト
ル
キ
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ス
タ
ン
す
な
わ
ち
新
疆
で
あ
り
、
な
お
か
つ
英
露
が
こ
の
地
域
に
お
い
て
「
グ
レ
ー
ト
ゲ
ー
ム
」
を
繰
り
広
げ
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
ス
タ
イ
ン

（
英
）・
ペ
リ
オ
（
仏
）・
ル
コ
ッ
ク
（
独
）・
ヘ
デ
ィ
ン
（
瑞
）
な
ど
各
国
が
探
検
隊
を
派
遣
し
て
い
た
。
ま
た
、
明
治
初
期
に
中
国
に
渡
っ
た
東

本
願
寺
僧
侶
の
小
栗
栖
香
頂
は
、
中
国
で
布
教
す
る
に
あ
た
っ
て
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
（
ラ
マ
教
）
と
の
聯
繫
や
、
布
教
す
る
地
域
は
同
教
や
イ
ス
ラ

ム
教
徒
と
競
合
し
な
い
よ
う
な
場
所
で
布
教
を
行
う
よ
う
提
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
日
清
戦
争
後
、
東
西
両
本
願
寺
な
ど
は
チ
ベ
ッ
ト
に
積
極
的
に

日
本
人
僧
侶
、
途
中
殺
害
さ
れ
た
能
海
寛
を
は
じ
め
、
寺
本
婉
雅
、
河
口
慧
海
、
多
田
等
観
、
青
木
文
教
ら
を
送
り
込
み
、
何
人
か
は
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
十
三
世
と
接
触
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
大
戦
中
に
上
海
や
満
洲
な
ど
で
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒
（
チ
ベ
ッ
ト
族
・
モ
ン
ゴ
ル
族
）
に
対
す
る
工
作
や

接
触
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
大
戦
前
に
は
野
元
甚
蔵
が
、
大
戦
中
に
は
木
村
肥
佐
生
と
西
川
一
三
が
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
潜
入
し
た

こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
治
期
か
ら
戦
中
に
か
け
て
日
本
仏
教
が
関
わ
っ
た
地
域
、
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
・
新
疆
な
ど
、
ま
さ
に
本
書
が
重
点
的
に

扱
っ
て
い
る
地
域
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
評
者
が
気
づ
い
た
疑
問
点
・
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
本
書
で
は
多
く
の
文
献
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
注
に
そ
の
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
中
国
共
産
党
の
公
式
見
解
に
基
い
て
著
さ

れ
た
文
献
（
中
国
語
）
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
モ
ン
ゴ
ル
（
外
モ
ン
ゴ
ル
）・
チ
ベ
ッ
ト
（
米
Ｏ
Ｓ
Ｓ
・
Ｃ
Ｉ
Ａ
工
作
）・
台
湾
（
日
本
統
治
時
代
・
独
立
運
動
）
に
関
し
て
は
、
英
文

文
献
や
翻
訳
文
献
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
国
共
産
党
が
こ
れ
ら
の
地
域
に
関
し
て
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
資
料
お
よ
び
研

究
の
蓄
積
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
外
モ
ン
ゴ
ル
に
関
し
て
は
多
く
を
『
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
通
史
』
（
ソ
連
科
学

院
・
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
科
学
委
員
会
編
、
巴
根
他
訳
、
科
学
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）
に
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
工
作
の
部
分
は
ほ
ぼ

全
て
を
英
文
文
献
に
、
台
湾
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
研
究
者
や
台
湾
総
督
府
に
よ
る
著
作
・
資
料
な
ど
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
中
国
語
に

翻
訳
さ
れ
た
も
の
を
使
用
し
て
お
り
、
数
も
少
な
い
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
に
よ
る
中
国
研
究
（
台
湾
・
満
洲
研
究
を
含
む
）
が
多
数
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
語
あ
る
い
は
英
訳
が
な

さ
れ
て
い
な
い
結
果
、
中
国
人
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
研
究
者
が
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
示
す
も
の
で
も
あ

る2

。
た
と
え
ば
、
日
本
に
お
い
て
中
国
学
の
「
権
威
」
あ
る
雑
誌
と
し
て
、
日
本
中
国
学
会
『
日
本
中
国
学
会
報
』
や
、
東
方
学
会
『
東
方
学
』
な

ど
が
あ
る
が
、
両
者
と
も
論
文
は
す
べ
て
日
本
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
『
東
方
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
に
つ
い
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
閲
覧
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
（『
日
中
学
会
報
』
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
以
降
の
も
の
は
全
論
文
が
閲
覧
可
能
）。
さ
ら
に
こ
の
中
で
、
一
体
何
編

の
論
文
が
中
国
語
あ
る
い
は
英
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
評
者
自
身
の
論
著
に
つ
い
て
も
、
中
国
語
で
書
い
た
も
の
や
翻
訳
さ
れ
た
も
の

が
何
点
あ
る
か
と
い
う
と
、
何
と
も
こ
こ
ろ
も
と
な
い
限
り
で
あ
る
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
閲
覧
可
能
に
す
る
と

と
も
に
、
重
要
と
思
わ
れ
る
論
文
は
外
国
語
訳
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
在
、
中
国
で
は
戦
前
期
の
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
東
洋
史
に
関
わ
る
著
述
が
、
盛
ん
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
本
書
を
読
了
し
て
、

こ
れ
か
ら
は
自
身
の
み
な
ら
ず
日
本
の
中
国
研
究
に
関
す
る
論
文
を
、
積
極
的
に
中
国
語
あ
る
い
は
英
訳
し
て
、
そ
の
成
果
を
発
信
し
て
い
く
必
要

性
を
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

　

次
に
、
訳
者
は
文
中
に
随
時
注
を
附
し
て
い
る
が
、
も
っ
と
訳
者
注
や
解
題
・
年
表
な
ど
が
あ
っ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
と

え
ば
、
文
中
で
頻
出
す
る｢｢

左｣

的
誤
り｣

と
い
っ
た
言
葉
に
は
、
注
あ
る
い
は
解
説
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
本
書
の
原
著
（
中
国
語
）
は
二
〇
一
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
中
国
国
内
で
は
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
同
年
に
は
胡
錦
濤
に

代
わ
っ
て
習
近
平
が
新
た
に
総
書
記
と
な
り
、
現
在
で
は
二
期
目
に
入
っ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
に
北
京
の
天
安
門
広
場
で
は
、
自
動
車
が
突
入
・

炎
上
し
死
傷
者
が
出
る
事
件
が
、
二
〇
一
四
年
に
は
昆
明
駅
で
多
数
の
通
行
人
が
無
差
別
に
武
装
し
た
集
団
に
殺
傷
さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
て
い
る

が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
中
国
当
局
は
新
疆
の
過
激
派
に
よ
る
も
の
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
近
新
彊
で
は
新
た
な
事
態
が
進
行
中
で
あ
る
と
の

一
部
報
道3

も
あ
り
、
民
族
問
題
は
今
も
続
い
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
ほ
か
、
台
湾
で
は
二
〇
一
六
年
に
、
国
民
党
か
ら
民
進
党
へ
の
政

権
交
代
が
起
こ
っ
て
い
る
し
、
日
本
統
治
下
の
台
湾
や
二
二
八
事
件
に
つ
い
て
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
す
で
に
評
価
や
研
究
の
方
向
性
に
も
変
化
が
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起
こ
っ
て
い
る
。
一
方
、「
一
帯
一
路
」・「
中
国
の
夢
」
と
い
っ
た
言
葉
（
政
策
）
も
中
国
共
産
党
に
よ
っ
て
盛
ん
に
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
れ
が
中
国
の
民
族
政
策
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
る
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
、
解
説
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
訳
者
注

は
必
要
最
低
限
に
と
ど
め
る
と
い
う
、
訳
者
の
翻
訳
態
度
と
受
け
止
め
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
。

　

こ
の
ほ
か
、
文
中
に
は
「
彼
ら
（
※
「
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
」）
は
南
疆
で
狂
気
的
な
分
裂
行
為
を
行
い
、
国
際
フ
ァ
シ
スマ

マ勢

力
と
結
託
し
た
の
で
、
更
に
ソ
連
側
の
警
戒
を
引
き
起
こ
し
た
」（
五
六
四
頁
）
と
い
っ
た
文
章
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
分
野
に
お
け
る
中
国

語
の
論
文
で
は
往
々
に
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
文
章
も
中
国
語
で
書
か
れ
た
原
文
の
直
訳
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ

れ
で
は
具
体
的
に
何
を
示
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

　

繰
り
返
す
が
、
本
書
は
近
現
代
の
中
国
に
お
け
る
民
族
問
題
に
つ
い
て
の
中
国
共
産
党
の
公
式
見
解
と
も
い
う
べ
き
書
で
あ
る
。
編
著
者
ま
た
は

訳
者
が
書
か
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
書
け
な
か
っ
た
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
本
書
を
読
み
解
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
い
ま
や
国
際
的
に
中
国
は
存
在
感
を
増
し
て
お
り
、
改
革
開
放
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
十
年
が
経
ち
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
す
で
に
日
本
の

約
三
倍
に
達
し
、
中
国
の
海
洋
進
出
・
一
帯
一
路
あ
る
い
は
米
中
貿
易
摩
擦
な
ど
、
中
国
の
政
治
経
済
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
ら
な
い
日
は
な
い
。
そ
の

一
方
で
、
日
本
の
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
は
、
日
本
は
こ
ん
な
に
ス
ゴ
イ
国
で
あ
る
と
い
っ
た
番
組
や
記
事
が
蔓
延
し
、
中
国
に
対
し
て

は
否
定
的
・
批
判
的
な
記
事
や
コ
メ
ン
ト
が
目
立
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
単
に
中
国
に
対
す
る
優
劣
や
嫌
悪
で
な
く
、
中
国
政
府
す
な
わ
ち
中

国
共
産
党
内
が
い
か
な
る
公
式
見
解
の
も
と
で
政
策
を
実
施
し
て
い
る
の
か
を
、
「
民
族
問
題
」
と
い
う
視
点
を
持
ち
分
析
・
理
解
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

お
わ
り
に
、
本
書
を
刊
行
し
た
明
徳
出
版
は
従
来
、
中
国
古
典
を
中
心
に
出
版
を
行
っ
て
き
た
。
現
代
中
国
関
係
の
書
物
を
取
り
扱
っ
た
の
は
本

書
が
初
め
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
、
本
書
の
出
版
は
日
本
の
中
国
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
大
変
な
労
力
を
払
わ
れ
た
訳
者

一
同
に
研
究
者
と
し
て
敬
意
を
払
う
と
同
時
に
、
同
社
に
と
っ
て
も
こ
れ
が
さ
ら
な
る
発
展
へ
の
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
に
な
る
も
の
と
信
ず
る
。
今
後

と
も
同
社
が
、
古
典
の
み
な
ら
ず
現
代
中
国
に
つ
い
て
も
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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〇

註１　
 

中
国
の
人
口
等
に
関
す
る
記
述
は
、
日
本
国
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
中
の
「
中
国
基
礎
デ
ー
タ
」（
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
現
在
）
に
よ
っ
た
（https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/

m
ofaj/area/china/data.htm

l

）。

２　

 
外
モ
ン
ゴ
ル
お
よ
び
新
疆
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
語
に
よ
る
相
当
量
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
中
国
語
あ
る
い
は
英
訳
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
中
国
人
研
究
者
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

３　

 

『
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
日
本
版
』
（
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
三
日
号
）。
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著
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朴
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問
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